皇居外苑マラソン等における桜田門前広場利用申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請日　　令和　　年　　月　　日　
申請者　
　住  所：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　      電　話（内線）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

○利用日時　：　令和　　年　　月　　日（　曜日）　　時　　分　　～　　時　　分
※午前8:30-12:00、午後12:00-17:00の時間帯の中で申請してください。
※午前・午後にまたがる（例：10:00-14:00）申請はできません。
※午前と午後の両方の申請はできません。
○利用目的　：　マラソン・駅伝・ウォーキング（その他（具体的に）　　　　　　　　）
○利用人数　：                名　
※20名未満は申請不要です。
                   ※申請人数と実際の利用人数が大幅に異ならないようにしてください。
○小型拡声器の使用　：　有　　・　　無

・下記の禁止事項を行わないこと及び下記地域ルールの遵守が承認の条件となっています。
・スタート・ゴール地点は桜田門前広場に限ります。
・承認後において皇居周辺の警戒・警備等の理由により利用できなくなることもあります。

記
　【禁止事項】
1 公園利用者、一般通行人等の利用及び通行の妨げになるような走行。
2 マラソン等実施に伴う車両の駐車。
3 大会のための開・閉会式、表彰式等の式典の実施。
4 仮設物、机、椅子、音響装置、スタートライン設置、ゴールテープ、ブルーシート等原状にはないものの持込み。
5 横断幕、団旗等の持込み。ただし、集合場所の目印とする必要最低限のものの持込はこの限りではない。
6 スタート用のピストル、笛等の使用。ただし、注意事項のしょう伝達に使用するとして事前に承認した小型の拡声器（１台のみ）はこの限りではない。
7 広告・宣伝行為にあたると認められるゼッケン、ウェア等の使用。なお、ゼッケン使用で番号以外の文字等を表示する場合は、ゼッケン面積の1.5%以内とすること。
8 砂利広場での走行。
9 苑内の便所及び休憩所内での更衣。
10 試供品、広告物、チラシ等の配布。
11 宣伝行為及び募金行為。
12 警戒・警備上の理由により警察官等の指示に反する行為。
13 上記の他管理事務所職員の指示に反する行為。
　【地域ルール】
1 反時計周りで通行すること。
2 スタートは1回100名を限度とし、次のスタート間隔を5分以上空けること。
3 無理な追い越しはしないこと。
4 交通整理員の指示に従うこと。
5 思いやりの心をもって行動すること。
皇居外苑マラソン等における桜田門前広場利用承認書
上記禁止事項を行わないことを条件として利用を承認します。
　　令和　　年　　月　　日　　　　　　　　　　環境省皇居外苑管理事務所
